
令和6年1月26日現在

Ｎｏ． 事項 質問 回答

1

総論① どういう取組が対象となりますか。 　（学校における対応のほかに）首長部局において、専門家の活用等によ
り、いじめの相談から解決まで取り組む手法等に対し、モデル事業として
開発・実証経費を委託します。開発・実証のイメージとしては、
・単なる相談窓口に留まらず、首長部局がいじめ解消までを目指す取組
であること
・児童福祉担当部局など関係部局・関係機関との連携を行うこと
・いじめに関するアンケートや相談対応において、ICT等を活用するなど、
効果的・効率的な手法の検討を行うこと
などを想定しています。

※それぞれの取組の課題と有用性を分析・検証し、汎用的なモデルを構
築したいと考えています。

2

総論② 令和５年度補正予算の事業は、令和５年度当初予算の事業と比べ、対象
となる事業内容などの変更はありますか。

　大きくはありませんが、令和５年度補正予算では、（令和５年度当初予
算の事業内容に加えて）実証地域数を増やすとともに、以下に挙げるⅠ
からⅦまでのテーマに関して、重点的に取り組みたいと考えています。
Ⅰ　スポーツクラブや塾など、学校以外の集団におけるいじめへの対応
（認知時の情報共有、指導者への研修等）
Ⅱ　被害保護者支援のための体制構築（首長部局側において適切な専
門家等を紹介し、当該専門家等を代理人として被害者側の思いの整理や
教育委員会等との調整にあたるなど）
Ⅲ　より第三者性を高めた独立性の高い組織によるいじめの解消に向け
た対応（学識経験者等による外部委員会の設置や、NPOなど外部機関へ
の委託等を通じ、行政機関による対応への強い不信感を有する被害者等
への支援の実施等）
Ⅳ　特別な支援を要するこどもに関係するいじめへの対応
Ⅴ　私立学校等のいじめへの対応
Ⅵ　都道府県単位の広域モデル
Ⅶ　小規模自治体における対応モデル（町村での対応、近隣自治体との
合同実施等）
なお、重点テーマに取り組んでいただく場合、委託費の上乗せ（上限500
万円）を予定しています。

学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証【①実証地域（自治体の首長部局）での開発・実証】　Q＆A
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3

総論③ 先行事例はありますか。 　一部の自治体では、首長部局にいじめ対応の専門部署を設置し、いじ
めの初期段階から、被害者、加害者、保護者に対し、ケースワーカーや弁
護士等の専門家が積極的に関与し、メンバーの専門性を生かして早期解
決を図る取組があります。
　また、別の自治体では、法律等の専門的助言が欲しい、学校や親に知
られたくないといったニーズを踏まえ、首長部局にいじめ相談専用窓口を
設置し、法律、福祉、医療等の観点から対応が必要な方に迅速に対処
し、相談者の学校訪問に同行したり、教育委員会へ情報提供するといっ
た調整活動を行い、単なる相談窓口に終わらない対応を行っています。

4

総論④ 「いじめの相談から解決まで取り組む」とのことですが、「解決」とはどのよ
うなイメージですか。

　例えば、相談者の意向が「学校に戻りたい」という場合、相談を受け付け
て、教育委員会・学校に連絡をするだけでは不十分と考えています。つな
いだ後、どのような対応をしたか経過観察を行い、必要に応じ首長部局が
教育委員会とも連携して取り組んでいくなどの対応が望ましいと考えてい
ます。個別のケースはこども家庭庁にご相談ください。
　なお、解決に向けた取組の具体事例としては、
・相談員を配置し、当事者等から聞き取り調査を行う
・児童相談所や警察など関係機関との調整を行う
・他機関と連携して、被害を受けた児童生徒への支援を行う
などが考えられますが、必ずしもこれだけとは限りません。
　首長部局等の対応の結果、いじめ行為がやんでいる状態が一定期間
経過し、相談者が心身の苦痛を受けていない状態を目指しています。

5

総論⑤ 必ず「解決」に向かわないと応募はできないでしょうか。 　前記のとおり、原則は、相談を受け付けて、教育委員会・学校に連絡を
するだけでは不十分と考えていますが、まずは首長部局におけるいじめ
防止対策の気運を社会全体で高めていくことを目指していますので、具体
の事業計画等があれば、適宜こども家庭庁にご相談願います。

6

総論⑥ 予算資料に「ICTの活用など、円滑な相談がしやすい体制を構築している
こと」とありますが、具体的にはどういうイメージですか。

　一部の自治体では、
・こどものメンタルヘルスの状況を正確に把握するアプリ
・毎日の健康観察を行い連続性を把握するとともに、援助要請の仕組み
も提供するアプリ
などを導入している事例があり、そのようなツールの活用をイメージしてい
ます。
また、各自治体におけるアンケート調査において、データで収集を行い、
エビデンスに基づきデータを集計することなどが考えらます。

7

総論⑦ 市町村、都道府県、それぞれの取組に期待されることは何ですか。 　市町村は（主に小中学校を所管しているため）主に小中学生の対応を想
定しており、都道府県は（県立学校であれば）高等学校、特別支援学校、
私立学校等の生徒への対応を想定していますが、都道府県の場合、県内
広域的に小中学生等への対応を実施することも考えられます。

8

総論⑧ （市内全域ではなく）一定の地域を中心とするような取組も対象となります
か。

　入口は広く設定していただき、開発実証の中身は焦点化することは構い
ません。
※相談体制は全域に整備し、（例えば予防、例えば1つ又は複数の中学
校区など）ターゲットを決めて、特定の分野・地域に力を入れて開発実証
を行うなど
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9

委託対象 首長部局のどの部署がやるのですか。 　（各自治体の組織の在り方と思いますが）例えば、こども政策担当部
局、児童福祉担当部局、人権擁護担当部局や、（私立であれば）私立学
校担当部局などが考えられると思います。また、専門部署を設置する方
法もあると思います。主体的に取り組む部局であれば、いずれも委託対
象となります。なお、今回教育委員会からの申請は対象外ですが、連携し
て事業に取り組んでいただくことは問題ありません。

10

委託要件 委託を受ける際の要件などはありますか。 ・単なる相談窓口に留まらず、首長部局がいじめ解消までを目指す取組
であること
・児童福祉担当部局など関係部局・関係機関との連携を行うこと
・いじめに関するアンケートや相談対応において、ICT等を活用するなど、
効果的・効率的な手法の検討を行うこと
などを要件としています。

11

委託対象経費 「①実証地域（自治体の首長部局）での開発・実証」業務では、どういった
経費が対象になりますか。

　業務の実施に要する経費（専門家等の人件費、諸謝金、旅費、借損料
（システム使用料や事務所賃借料等も含む。）、消耗品費（図書購入費を
含む。）、会議費、通信運搬費、雑役務費（印刷製本費を含む。）、消費税
相当額、一般管理費、再委託費）等を想定しています。

※対象外経費（備品、土地購入費、外国旅費）
※審査の際に積算内訳を確認し、不適切と思われる内容には修正依頼
やコメントを付す場合があります

12

公募期間／契約締結時期 公募期間を、①～2/28まで、②～3/19まで、と２つのスケジュールで分け
ていますが、どういう趣旨ですか。３回目の募集はしないのですか。

地方議会のスケジュール等を考慮し、あらかじめ２つのスケジュールです
すめようと考えています。申請時期はそれぞれの自治体の準備状況等を
考慮し、選択していただければよいと考えます。なお、自治体の採択状況
（予算の執行状況）にもよりますが、公募期間②が終了した段階で予算に
余裕があれば、令和６年度途中で３回目の公募をかける予定です。

13

専門的助言等を担う民間団体
等との連携

H ・事業計画の検討や、業務進行中の適時における専門的助言
・実証地域内のモニタリング調査における専門的助言
・相談窓口担当者の専門性向上プログラムの提供（民間団体から）
・成果報告作成の際、自治体の実証結果に基づいて、当該自治体のア
ピールポイントなど民間団体が専門的助言
などの場面で連携・協力していただくことを想定しています。

14
審査 審査手続きはどのような流れですか。 　提案書を提出いただいた後、いじめ防止対策に専門的知見を有する有

識者等で構成する審査委員会で審査を行います。
　申請期間終了後、３０日程度で採択したいと考えています。

15

単価と箇所数 １自治体あたりの委託費はどれくらいですか。 　１自治体あたり「～２０百万円程度」を想定していますが、もっと少額の申
請でも構いません。また、令和５年度補正では重点テーマを複数設定して
おり、取り組む場合は委託費の上乗せを予定していますが、自治体の応
募状況等によっては、予算の範囲内で対応していくことも考えられます。

16
補助率（自治体負担） 補助率はありますか（自治体負担はありますか）。 　本事業は調査研究のモデル事業であり、委託費での支出となりますの

で、補助率はなく、この事業の範囲内では自治体負担は生じません。

17

関係部局・関係機関との連携 連携するのはどのような部局・機関等を想定していますか。 　例えば、こども政策担当部局、児童福祉担当部局、人権擁護担当部
局、（私立であれば）私立学校担当部局、教育委員会等を想定しています
が、事業に取り組むにあたって必要な部署・機関等であれば幅広に連携
して構いません。
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18

NPO等の連携 NPO等と連携して取組を行うことは可能ですか。 　可能です。令和５年度当初予算で事業を採択をした自治体の中には、
被害者にアウトリーチ支援を行うため、NPOに業務委託した事例もありま
す。留意点としては、本事業では第三者に事業を委託する場合、事業の
全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）することはできません。本事
業のうち、再委託が事業実施の上で合理的と認められるものは、本事業
の一部を再委託することができます。

19

成果について 最終的な成果物として、こども家庭庁に何を出すのでしょうか。 　調査研究という性質上、完了報告書は出していただく必要はあります。
提出物としては、委託要綱において完了報告書の様式を示すとともに、次
の資料を提出いただくこととしています。
・完了報告書（PPTの概要版）
・事業実施に伴い作成した資料（事業概要、PR資料(チラシ等)、マニュア
ル等）
・事業収支決算書
・委託契約書第22条に定める支出を証する書類の写し　※提出は不要

20

自治体単独の既存事業につい
て①

すでに首長部局が取り組んでいる事業は対象となりますか。
※例えば、いじめ対応を含むこども若者政策のワンストップサービス（総
合相談窓口）など

　対象となります。既存の自治体単独事業を活用しつつ、本事業の目的
や仕様等を踏まえ、新規性や拡充部分が認められる場合、その新規・拡
充部分への委託を原則とします。
　例えば、既存の相談窓口の役割を拡充し、関係機関との連携を増やす
とか、解消に向けた体制整備やプロセスを増やすなどの変更がある場合
を想定しています。具体の経費としては、
・ケースワーカーなど相談対応者の人数を増やす、勤務日数・時間数を増
やす
・個別事案に介入する専門職を新規雇用する（人数、勤務日数・時間数を
増やす）
・相談用の通信ツールを増やす（システム利用料）
・域内の児童生徒にいじめ相談等のアプリを新規導入する（アプリ利用料
の追加）
・地域への啓発活動費用
などが考えられます。
なお、既存事業（自治体単独事業）と本事業の経費の切り分けはしっかり
整理していただく必要はあります。

※企画提案いただいた中で順位をつけ、上の自治体から順番に事業計
画の調整をさせていただくので、詳細はその際にご相談させていただきま
す。

21

自治体単独の既存事業につい
て②

新たに４月１日から首長部局に相談支援体制の構築及び専門職の雇用
を開始する見込みですが、それらの経費は本事業の委託契約期間前に
使用契約や雇用契約を行う見込みです。本件は全て対象経費にはならな
いのでしょうか。あるいは、委託契約期間前に結んだ使用契約や雇用契
約等であっても、委託契約期間内に係る使用料や人件費の経費について
は対象となるのでしょうか。

　既存の自治体単独事業の単なる補填となる場合は本事業の対象外で
すが、（本事業趣旨を踏まえ）新規や拡充事業と認められる場合は、委託
の対象となります。
　ご質問については、後者になります。例えば、自治体で4月に雇用契約
を結び、本事業の契約日が（仮に）5/1付けとなった場合、5/1以降の給与
から本事業の委託費で支給できます。

22

自治体単独の既存事業につい
て③

人件費について、提案書には「事業に必要な期間のみの雇用となってい
るかを確認する」と記載されていますが、既に本自治体でいじめ防止相談
員として雇用している職員に当該事業の業務（新規・拡充部分）を行わせ
る場合、委託費の対象となりますか。

　新規・拡充部分が認められる場合は対象となります。
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23

自治体単独の既存事業につい
て④

すでに首長部局が取り組んでいる既存事業については対象とならず、新
規・拡充部分（のみ）への委託を原則とするとのことですが、その趣旨をも
う少し詳しく教えてください。

　こども家庭庁は令和５年４月から、（学校・教育委員会以外の立場で）首
長部局が主でいじめ防止対策に取り組む本事業を開始したところであり、
まだそのような取組が不十分の自治体に対し、調査研究を委託し、その
成果を全国展開し、首長部局におけるいじめ防止対策の気運を高めてい
くことをねらいとしています。ただし、すでに一定の成果をあげておられる
自治体も、本事業の趣旨をご理解の上、新規・拡充部分が認められる場
合には、委託の対象としたいと考えています。

※具体には、企画提案いただいた中で順位をつけ、上の自治体から順番
に事業計画の調整をさせていただくので、詳細はその際にご相談させて
いただきます。

24

次年度以降の本事業について 令和６年度以降の本事業はどうなりますか。 　一般的には、自治体の取組に対する支援は、補助事業となるのが通例
です。本事業は、国として初めての取組であり、まずはモデル地域で開
発・実証を行うため、委託費（国費10/10）での予算措置となったところで
す。令和７年度までは現在の事業形態で継続予定ですが、以降は別途検
討することとなっています。

25
その他① 既に他の自治体で実施されている取組を導入しても委託の対象となるで

しょうか。
　本事業に取り組む自治体において新しい試みであれば、（他自治体の
取組と同様であっても）委託の対象となります。

26
その他② 提案書の締め切り後（提出後）に、申請時の経費は変更可能でしょうか。 　採択後、契約手続きまでに、採択された自治体との調整が入るため、多

少の変更の余地はあります。
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